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「周波数再編成（利用変更・移転）のエコノミクス II 

―― 新システム（EMM）による再編成加速の提案」（概要） 

 

2012 年 9－10 月、Glocom 情報通信政策研究会 

鬼 木 甫 

大阪大学・大阪学院大学名誉教授 

国際大学グローコム上席客員研究員 

 

≪要旨（短）≫  

電波需給の逼迫から周波数帯再編成の加速が望まれているが、既存利用者の立場が強い

ため再編成に時間・手間がかかっている。利用譲渡の有無、実施タイミング、対象の選択

と組み合わせ、補償金額（価格）等について既存利用者が支配力を持つからである。本論

文は、周波数帯の供給価格について既存利用者が、他の事項について規制当局が決定する

新システム（EMM, extended market mechanism）による再編成加速を提案する。 

 

1. まえがき 

ワイヤレスブロードバンド（WBS）は GPS（general purpose technology） 

スマートフォン急成長 

 電波需要――指数関数的増加 

電波逼迫の可能性 

周波数帯再編成加速の必要 

 他目的利用から WBS へ 

 公平・公正原則 

 再編成のための一般的ルール（経済メカニズム）が必要（→EMM） 

再編成の原則 

 パレート改善（犠牲者なしの改善） 

 価格メカニズムを活用（→効率的な再編成） 

 

 

2. 周波数帯再編成の基本 

2-1  再編成と電波ブロックの需要と供給 

(1) 電波管理の概要	

電波の配分（allocation） 

 電波ブロックの形成（How の問題） 

電波の割当（assignment） 
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 電波ブロック利用者の決定（By whom の問題） 

 電波の稀少化で重要になった 

＜図 2-1-1＞ 

(2) 電波ブロックの再編成 

 割当の変更 

 多くは配分の変更（refarming, repurposing）を伴う 

(3) 再編成の経済分析 

 
	

電波ブロック B：	免許の対象	

周波数帯域、地域、利用条件（技術等）	

既存利用者 X：	（表示）供給価格 S、同 低供給価格 S*	

新規利用者 Y：	（表示）需要価格 D、同 高需要価格 D*	

政府当局 Z：	 	両者の仲介	

移転の厚生条件：	 D*＞S*	

移転の予算制約：	 D	≧	S	

典型的ケース：	 S*	≦	S	≦	D	≦	D*	（すべて＝ではない）	

再配分失敗ケース：	 D*＞S*,	D＜S	

総余剰とその分配： D*－S*＝（S－S*）＋（D－S）＋（D*－D） 
 

管理者（政府）

Z 

電波 

ブロック B 

免許返還

既存利用者 

X 

（供給側） 

新規利用者

Y 

（需要側） 

 

（B） 

免許 需要価格 

（免許代価）供給価格 

（補償金） 

利用権（免許）の流れ 

金銭の流れ 

≪付図 1： 電波ブロック B の「需要と供給」≫ 
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2-2  再編成のための現行制度――規制当局による統制・命令（C/C） 

(1) 手順 

電波利用状態の調査 

新規需要を考慮 

再編成対象を指定、補償金額を決定 

再編成実施 

日本の現状 

＜図 2-2-1＞ 

(2) 問題点： 

(a) 政府がユーザの電波利用状態を正確に知ることは困難 

ユーザには高額の Sを表示する誘因がある 

＜図 2-2-2＞ 

(b) 比較尺度（価格メカニズム）を欠いたままの合理的再編成は不可能 

 →恣意的な決定になる 

(c) 公正な免許代価（D*）、補償金（S*）を実現できない 

 

2-3  既存利用者の強い立場 

投資／埋没費用 → 移転の機会費用が高い 

 一般の産業にも該当 

ローカル独占 → 現状ですでに利益が大（→オークションの意義） 

＜図 2-3-1＞  

他産業であれば事業継続できるケースで再編成を要請 

 

 

3. 再編成のための現行諸方策とその限界 

3-1  周波数帯譲渡（spectrum transfer）の自由化――市場取引の導入 

(1) 免許条件内での譲渡 

X の余剰 Z の余剰 Y の余剰 
需要・供給

  価格 
S* S D D*

≪付図 2： B 移転から生ずる総余剰の分配≫ 

B の移転の総余剰 
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  日本では原則禁止 

   事業譲渡に伴う免許譲渡のみ容認 

  米国： 

   非オークオークション免許 

    FCC の許可により可能 

    例： 放送免許、携帯 1G 免許（抽選分） 

   オークション免許 

    原則自由 

    FCC の許可を「自動化」、以後年間 2,000 件の二次市場取引あり 

(2) 免許条件変更を伴う譲渡 

 電波配分・変更（refarming, repurposing）を伴う譲渡 

  原則禁止 

   ただし「免許条件緩和による促進」の可能性あり 

【EMM の主要ターゲット】 

 

3-2  AIP（administered incentive pricing） 

英国で実施 

政府指定の年間使用料を賦課（実際は市価の 50％） 

 オークション免許は対象外 

既存利用者による自発的立ち退きを期待 

周波数帯の高度利用・節約、他周波数帯への移動、他通信手段の採用など 

問題点： 

適切な使用料水準の設定が困難（客観的規準がない） 

再編対象が既存ユーザの都合によって決められるため、周波数帯の断片化（虫喰い） 

が生じやすい 

≪付図 3≫ 

 価格決定 再編成対象決定 

AIP 規制当局 既存利用者 

EMM 既存利用者 規制当局 

 

3-3  インセンティブオークション（incentive auction） 

米国で導入中 

NBP（2010）により提案、2012 年 2 月通信法改正 

実施システム（FCC Rules）建設中 
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地上放送用電波（非オークション割当）が主要対象 

 UHF 帯チャンネルを移動通信用に再編成 

放送局が自発的にチャンネル利用を節約・譲渡することが条件 

 リバースオークション実施（参加者数≧2が必要） 

 事前オークション（forward auction）による収入額確定の要件 

 収入の一部を放送局が収受することを容認 

 放送アクセス代替手段（例： ケーブル）への出費を容認 

問題点： 

高収益を上げている放送局は不参加の可能性が高い 

 WBS 用電波が逼迫する都市部で再編成が進まない 

放送局の経営状態が良くない非都市部では実現する可能性あり 

＜図 3-3-1＞ 

 

 

4. 再編成のための新システム（EMM） 

4-1  概要 

(1) 再編成のうち既存利用者（X）と政府（Z）との関係を取り扱う 

(2) EMM の主要課題： 電波利用全体の観点から再編成すべき電波ブロックを見出し、 

公正・公平な手段でその利用終止と補償を実現すること 

(3) 周波数帯の利用目的・方式、同ブロック指定（分割・統合の範囲を含む） 

政府が決定 

(4) 政府がすべての周波数帯について「供給価格表示対象の範囲」を指定 

各既存利用者が補償金額を表示 

その後政府が表示供給価格全体を検討して再編成対象を決定。 

(5) EMM の実質内容： 

 政府によって管理された「競争市場」 

  extended market mechanism 

 一般の市場との相異点： 

  供給・需要の出会いを政府が仲介 

再編成スピード（取引の程度）を政府がコントロール 

 ＜図 4-1-1＞ 

 

4-2  既存利用者の権利・義務 

(1) 供給価格（要求補償額、S）の表示義務と電波利用権 

 S： ブロック使用権の譲渡に同意できる 低金額 
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電波使用権 

再編成要求が  あるときは使用権を譲渡し、免許を返還 

          ないときは使用継続できる（期限なし） 

(2) 電波使用料（R）の支払義務 

 R	 	r（S－D）	

 D： オークション支払額（利子率調整後） 

 D オークション支払額 1 i t,	

   ただし	 i 指定利子率 ,	

    	  	 	 t オークション後の経過年数  

   非オークション割当のとき D＝0. 

 r： 使用料率（年あたり） 

    政府が決定 

 S Dのケース：	マイナス利用料（給付）も容認 

(3) 電波使用料支払義務の意義	

Sの決定に関する既存利用者の行動 

 使用権を継続したい   → 高額設定 

 使用料支払を節約したい → 低額設定 

 両者のバランスで決定 

  不当な高水準 Sの設定（hold up）を防止 

 電波が国民共有資産であることに基づく 

(4) 「保険」としての EMM 

 保険の発動条件： 周波数帯利用の終止 

しかし正直な供給価格表示	 S＝S* 	は保証できない、S	 	S*になる 

長期的に rが「再編成確率」に近づけば、S＝S*になる 

 完全保険（complete insurance）の定理 

 

4-3  規制当局の業務 

(1) 供給価格表示対象と電波使用料率（r）の決定 

供給価格表示対象の指定 

電波使用料 

料率	 r 	の決定 

原則として帯域・地域にわたり一律の料率 

再編成スピードをコントロール 

料率引上（下）→ 再編成圧力を強める（弱める） 
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役割は「金融政策における標準利子率決定」に類似 

 影響が利用者全体に及ぶ 

 トランズアクション（収入・支出）を必要としない 

使用料	 R 	の収受 

 

(2) 再編成対象ブロックの選定 

 再編成対象の指定・収受 

  新規需要に対応 

  供給価格が低いブロックを選定 

   帯域ごとの単価調整が必要 

   詳細選定ルールが必要 

 再編成された周波数帯の割当 

  新規利用者の決定、オークション実施等 

 売買価格差（余剰）の収受 

(3) 再編成情報の管理と公表 

 既存利用者情報の登録・管理・公表 

  利用ブロック情報（＝免許情報、現状と同じ） 

  表示供給価格の情報 

 統計情報の作成・公開 

  規制当局、新規利用者に有用 

(4) EMM による再編成プロセス 

導入当初は r 0にする（導入ショックの防止）	

その後漸次的に rを引き上げる 

＜図 4-3-1＞ 

 

 

4-4  EMM の利点 

(1) EMM は稀少な電波資源を効率的に利用するための再編成を実現する。 

価格メカニズムを活用 

(2) EMM は既存利用者すべてに「再編成保険」を課すことによって電波利用における

「安全性」を保証し、また既存利用者に対してその本来の活動目的の推進と両立

する誘因を与える。 

(3) EMM は既存利用者と規制当局の行動を情報面から効率化する。 

既存利用者、規制当局は「供給価格」のみに集中して行動 
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政府は各既存利用者について供給価格以外の情報を集める必要がない 

利用料率 rの決定だけで再編成スピードをコントロール	

周波数帯ブロック設定、利用目的・規則等の決定と再編成業務を分離 

(4) EMM は公平かつ透明な再編成ルールを提供する。 

(5) EMM は、再編成に伴う所得再分配内容を透明化し、長期的に電波資産の共同所有

者である国民全体に有利な再分配を実現する。 

(6) その他の利点（→5, 6, 7 節） 

 

 

5. 電波利用方式と EMM 

5-1  電波利用方式の種別 

   電波利用方式の基本 

    専用（排他的利用） 

    共用（他者との共用） 

    実際の利用では専用と共用が併存 

   例： 

    携帯電話 

     事業者は専用、加入者は共用（使い回し） 

    放送 

     事業者はチャンネルを専用、視聴者は共用 

    コモンズ 

     専用要因なし――「純粋共用」 

    レーダー 

     共用要因なし――「純粋専用」 

 

5-2  共用電波の供給価格 

   各利用者の供給価格： 	 	 s	

       	電波使用料：	 rs	

     共用電波ブロックの供給価格： 	 	 S Σs	（公共財価格） 

            電波使用料： R Σrs rΣs rS	

 

5-3  EMM 適用のための共用電波管理 

(1) 管理者設置の必要 

管理者： 

電波使用料（R r∑s）を規制当局に納入 



Hajime Oniki 
10/4/2012 

- 9 - 
oniki@alum.mit.edu 
http://www.ab.auone-net.jp/~ieir/ 

                                   D:¥Res¥Spectrum¥InfoCom201208¥Abstract-Outline¥InfoComREVIEW201208-outline.docx 

利用停止時には補償金（S ∑s）を規制当局から受け取って利用者に配分 

(2) 管理方法――管理費節約の提案 

ポイント： 共用電波の利用者にとって再編成コストは利用機器の（埋没）コスト 

      機器供給者に管理を委託 

利用者は利用機器購入時に予定使用期間の使用料を「保険料」として（販売店経 

由で）管理者に納入 

EMM は機器故障・損壊時の保険と同一の機能を発揮 

＜図 5-3-1＞ 

 

5-4  商業サービス事業者・同加入者 

(1) EMM の適用 

商業サービス事業者（携帯事業者等）： 

  電波の直接利用者として補償金額 Sを表示し、rSを納入 

  加入者に対して「管理者」の任に当たる 

 加入者： 

  電波利用停止（＝利用機器の無価値化）時の補償金額 sを表示し、rsを納入 

 事業者による表示補償金額合計： 

  （自身の補償金）プラス（全ユーザ補償金） S ∑s.	

 年間使用料合計： 

  （自身の使用料）プラス（全ユーザ使用料＝保険料） r S ∑s .	

(2) EMM 類似システムへの適用	

 事業者都合によるサービス停止時	

  例： 3G（4G）全移行のための 2G（3G, 3.5G）一斉停止 

     加入者との間で EMM 型保険契約を締結・適用 

	

5-5  放送事業者・同視聴者 

(1) 放送電波と再編成	

 地上放送電波： UHF（プラチナ帯）の主要部分を配分 

         20 世紀後半テレビ産業の成長 

         WBS 成長による再編成の必要 

          テレビデジタル化による再編成（2011 年 7 月） 

          さらなる再編成が必要 

           米： インセンティブオークション 

(2) EMM の適用	
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 放送事業者：	専用（S）	

 視聴者：共用（∑s）	

 放送電波（＝電波による放送アクセス）再編成に必要な 低補償：	

  代替アクセス手段（ケーブル、インターネット）の費用	

	

5-6  コモンズ利用者 

(1) コモンズ電波と再編成	

 コモンズ利用：	電子レンジ、コードレス電話、医療機器、無線 LAN など多様	

 供給不足の状態	

 当面再編成は不必要	

(2) EMM の適用 

各コモンズ周波数帯に「管理者」を設置 

コモンズ利用者： 

利用停止時の補償金額 sを表示 

電波使用料 rsを管理者に納入 

         販売店網に委託（5-3 節） 

(3) EMM 適用の必要性 

(a) 電波全体の効率的利用に各コモンズの供給価格情報が必要 

(b) 公平性の維持 

(c) 将来におけるコモンズ拡張・移転時の便宜のため 

	

5-7  公共目的利用者 

各周波数帯に「管理者」を設置	

補償金額 Sあるいは∑sを表示し、rSあるいは r ∑s を納入	

 ただし利用料支払は予算に計上して振替	

 電波節約の誘因を与える	

 

 

6. 電波配分の変更とブロック分割 

6-1  再編成とブロック分割 

周波数帯域・地域の双方を考慮する分割 

 ＜図 6-1-1＞ 

ブロック分割の意義 

 規制当局による「配分変更」の必要から 



Hajime Oniki 
10/4/2012 

- 11 - 
oniki@alum.mit.edu 
http://www.ab.auone-net.jp/~ieir/ 

                                   D:¥Res¥Spectrum¥InfoCom201208¥Abstract-Outline¥InfoComREVIEW201208-outline.docx 

既存ユーザが不要部分のみを手放すことを可能にする 

 

本提案において採用する前提 

 政府当局は既存利用者によるブロック分割の範囲を指定。 

利用者は許容範囲の中で分割方式（複数可）を選択し、分割されたサブブロックの供 

給価格を表明する。 

再編成後のブロック統合は、すべて政府当局が決定する。 

理由： 電波ブロックの分割・統合は、電波利用全体の状態を把握した上での決定が必要。 

個別ユーザは社会的に望ましい分割・統合を考えて行動する誘因を持たないため、政

府当局の決定に委ねることが望ましい。 

 

6-2  ブロックとブロックの「木」 

分割前後の「親子関係」をグラフ理論における「木（trees）」で表現 

＜図 6-2-1＞ ＜表 6-2-2＞ ＜図 6-2-3＞ 

  木の条件： 

（i） 木の「根」（ 上部ブロック）はすべての基本ブロック（上記例では A,	B,	C,	D）

を統合したブロックである。 

（ii） 「子」はその親（子の直上のブロック）を構成する基本ブロックの一部を統合

して得られたブロックである。 

（iii） 「親」は、その子を構成する基本ブロックをすべて統合して得られたブロック

である。 

（iv） 親を形成する基本ブロックの数は、そのすべての子を形成する基本ブロック数

に一致する（図 5-2-4（6×）のように、同じ基本ブロック D が 2 個の子ブロック“ABD”, 

“CD”のように重複して現れることを認めない。）	

 規制当局による供給価格表示対象の指定	

  基本ブロック	

  基本ブロックにより構成される「木」の一部あるいは全部	

	

6-3  ブロックとサブブロックの最低供給価格 

 ＜図 6-3-1＞ 

 ＜図 6-3-2＞ 

RAB 	RA R0,	 	 	 	 	 RAB RB R0	

になっているはずだから、	

S*AB S*A 	RB R0 0,	 	 	 	 	 S*AB S*B 	RA R0 0.	
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S*AB	 ⋛	 S*A 	S*B.	

	

6-4  ブロック分割がある場合の使用料計算（提案） 

V B ： ブロック Bの計算価格	

S B ： ブロック Bの表示供給価格	

B1,	…,Bn：	（親）ブロック Bの子ブロック	

BB B1,	…,Bn ：	子ブロック B1,	…,Bnの組	

BB1,	…,BBm：	 	（親）ブロック Bの m個の子ブロックの組	

(i) Bが「子」を持たないとき	

V B S B ,	

(ii) Bが BB B1,	…Bn をただ 1組の子として持つとき	

V B V B,	BB wS B 1‐w ∑V Bi , 	

(iii) Bが BB1,	…,BBmを m組の子として持つとき	

V B 1/m ∑V B,	BBi .	

(iv) 上記ルールは木の下部（葉に近い部分）に所在するブロックから上部のブロック

に向かって順次適用する。	

w	 0≦w≦1 	は、規制当局が定める「分割規制パラメター」	

 

 ＜図 6-4-1＞において w 0.5の場合の分割の使用料計算法： 

V A S A 15,	 	 V B S B 15,	 	 V C S C 10,	

S AB 20,	

V AB 0.5S AB 0.5 S A S B 25,	

S ABC 25,	

V ABC 0.5S ABC 0.5 V AB V C 30,	

使用料 30r.	

 ＜図 6-4-1＞ 

	

 

7. 電波利用の「移転」と先物供給価格 

7-1  概要 

 電波利用の移転	

  ブロック Bの利用終止	

  別のブロック B’の利用開始	

  両者の実施時点がポイント	
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  将来時点にわたる「再編成計画」が必要になる	

  →	先物供給価格、先物オークション	

	

7-2  将来複数時点における供給価格（先物供給価格） 

(1) 定義 

 将来複数時点（例：t 0,	1,	2,	3）にわたる供給価格（先物供給価格）を表明 

 S0 S：	当年内にブロック再編される場合の供給価格	

 St： t年後内にブロック再編される場合の供給価格（t 1,	2,	3）	

    ＜図 7-2-1＞ 

(2) 効果 

 再編成実施時点に関する既存利用者の選択肢を広げ、柔軟性を高める。	

 例： 各年の埋没費用の大きさに応じて Stを定めることができる。	

(3) 使用料計算法（提案） 

 V B ： 複数時点の供給価格が表明されているブロックの計算価格	

 V B ∑wtSt 1 i t,	

ただし i 0,	  wt≧0,	 	 ∑wt 1.	

i：	現在・将来にわたって金額を加算するために使用する利子率、	

wt：	現在・将来間のウェイト	

政府当局が年ごとに定めるパラメター	

単純な場合の例：	 wt 1/4、i （政策金利）に設定	

 

7-3  先物オークションと事前オークション 

(1) 概要 

 （狭義の）先物オークション： 

   複数の先物価格が表示されているブロック割当のためのオークション 

 事前オークション： 

   将来時点におけるブロック需要に関する予備的オークション 

(2) 先物オークション 

 実施方法――落札者を決定 

  落札規準は「余剰」 

 ＜表 7-3-1＞ 

(3) 事前オークション（forward auction） 

新規利用者に周波数帯の価値と利用コストに関する情報を供給 

新規利用者の行動の柔軟性を高める 
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既存利用者による移転先周波数帯の確保のために有用 

政府当局は、事前オークションの結果を参考にして再編成を実施 

電波の利用効率を高める 

インセンティブオークションを含む 

実施条件、履行義務等につき選択の余地あり 

定期的事前オークション 

 需要価格の漸次的形成 

 

7-4  既存利用者移転のための供給価格 

(1) 概要 

現在電波ブロック B1を利用している既存事業者がその利用を終止し、別の周波数帯の

ブロックに移転してそこで事業を継続する可能性がある場合の供給価格等の表示、電波

使用料の計算方法 ＜図 7-4-1＞ 

(2) 移転のための B1の供給と B2の利用開始がそれぞれ独立に実施される場合： 

(a) Xが複数の将来時点について B1の供給価格 S1を表示する。 

(b) Xが B2の事前オークションに入札。落札時の権利行使は B1の再編成（利用終了）

を条件とする。 

(c) 政府が B1を再編成対象に指定。 

(d) Xが B1の利用を終止して補償金 S1を受け取る。 

(e) Xが B2の落札金 D2を支払い、利用を開始する。 

(f) Xは B1から B2への移転に際し、S1≧D2 移転費用現在価値の合計 を満たすように

S1と D2を選んだはずであり、移転によって損失を生じていない。 

(g) 上記において、Xは B1について複数の将来時点の供給価格を表示し、また事前オ

ークションにおいても複数の将来時点について応札し、かつ同落札結果の実施条件

として B1の再編成を指定することにより、移転タイミングを整合的に設定するこ

とができる。 

(h) なお移転後において、Xは B2の既存利用者として供給価格 Sを表示し、対応する

利用料（rS）を支払う。 

 

(3) 移転のための B1の供給と B2（複数ブロック可）の利用開始を結合して実施する場合： 

(a) 社会的に望ましい周波数移転を加速させるため、政府はブロック B1の既存利用者

Xに対し移転先候補として複数個のブロック B21,	B22,	B2Nを提示し、下記を実行す

ることができる。 

(b) Xは「B1の利用を終止し、その t年前に B2nの利用を開始する」ために生ずる移転



Hajime Oniki 
10/4/2012 

- 15 - 
oniki@alum.mit.edu 
http://www.ab.auone-net.jp/~ieir/ 

                                   D:¥Res¥Spectrum¥InfoCom201208¥Abstract-Outline¥InfoComREVIEW201208-outline.docx 

費用の補償金として S2ntを表示する（n 1,	…,N;	t 0,1,2,…,T）。この場合、Xは B1

の供給価格、B2nの需要価格には一切関与せず、B1の利用終了と B2nの利用開始に

加え、そのための移転費用のみを考慮すればよい。 

(c) 政府当局は B2n（n 1,…,N）のうち 1 個のブロックを選び、これを通常の EMM 方

式で再編成（利用終止）してその補償金を支払うとともに、これを Xに割当てて時

点 tから使用を開始するための免許を交付し、移転費用補償金 S2ntを Xに支払う。

両補償金の財源は、B1のオークション落札金に求める。 

(d) Xが S2nt（n 1,…,N）を表示して B1からの移転意思を表明している期間、Xは B1に

ついて通常の EMM 方式による電波使用料を支払う代わりに、毎年表示補償金の平

均に対応する使用料 R 	r 1/N T 1 ∑S2ntを政府に支払う。このことにより、Xに

よる過度に高額の S2nを表明（ごね得）を制限できる。 

(e) 上記において Xは複数の移転先ブロック B2n（n 1,…,N）と複数の移転時点

（t 0,1,…,T）を表明することになる。このことにより、政府が n,	tをどのように指

定しても、Xはそれぞれのケースについて 適な行動を選択できる。 

(f) 他方で政府当局は、Xに対して N T 1 個の S2nt（n 1,…,N;	t 0,1,…T）を表明させ

ることにより、移転先ブロックの選択と移転先ブロックの利用開始時点を自由に指

定することができる。この自由度を活用することにより、政府当局は対象電波ブロ

ックの価値や必要な収支を考慮しながら、多数の電波ブロックの連鎖的な再編成を、

計画的かつ効率的に実施できる。 

 

(4) 上記（1）と（2）の併用： 

政府は上記（1）と（2）の一方のみを実施することが可能だが、またその双方を併

用することもできる。この場合、Xによる電波使用料支払額は、両ケース支払額の加

重平均とする： 

 R wR1 1‐w R2;	

  R1：	方式（1）による支払額	

	 	 	 R2：	方式（2）による支払額	

w：	政府が定めるパラメター（0≦w≦1）．	

また実際の移転方式が（1）、（2）のいずれになるかの選択はもとより政府によって

おこなわれる。 

 

 

8. まとめとその他の問題 

8-1  EMM（5～7 節による詳細検討後）による再編成手順 
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＜図 8-1-1＞ 

 

8-2  その他の問題 

(1) ごね得（hold up）、投機、供給直前値上げ（かけこみ値上げ）等の防止 

(a) 高額の供給価格（S）を常時表示して、低効率利用の周波数帯再編成を免れようとす

る行為の防止： 

  電波使用料 rSが高額になることが同行為のマイナス誘因として働く 

(b) 再編成の直前になって供給価格（S）を大幅に引き上げ、多額の補償金を入手しよう

とする行為の防止 

  毎年の供給価格表示について、前年比増加率に上限規制（たとえば年 x％以下）を課

する。なお下限規制は課さない（供給価格引き下げは自由）。 

(c) 戦略的な位置にある小規模ブロックについて、近隣の周波数帯に比べて格段に高額

の供給価格を表示し、近隣周波数帯の再編に乗じて多額の補償金を入手しようとす

る行為の防止 ＜図 8-2-1＞： 

  近隣周波数帯の再編成時に戦略的周波数帯の再編成をおこなわず、同供給価格の引

き下げを待つ。 

 

(2) 資産税としての電波使用料 

  EMM による「電波使用料（R）」 

 自己申告価格（ 表示供給価格）に基づく電波資産税に相当する。 

  現行電波利用料収入： 

 実質上の電波税と看做し、従来方針を継続 
 ただし Rとの重複分は全額控除する ＜図 8-2-2＞ 
 

 

9. EMM による再編成プロセス 

9-1  EMM 下の周波数帯供給と需要 

(1) （個別）既存利用者の行動 

 供給価格 Sの表示 

  rの増大 → 使用料負担 rS の増大 

→ 表示供給価格 Sの引き下げ 

     Sの下限 S*	

   S S r ：	表示供給価格関数 ＜図 9-1-1＞	

(2) 既存利用者全体による供給価格の表示 

 仮定： 周波数帯ブロックが一次元の数で表示できる（ブロックサイズ） 
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  N：	既存利用者数	

	  Sn Sn r ：	既存利用者 nの供給価格関数、n 1,	…,N.	

   ただし n n’	⇒Sn r ≦Sn’ r .（昇順）	

	  Sn*：	既存利用者 nの 低供給価格、n 1,	…,N.	

	  bn：	既存利用者 nのブロックサイズ、n 1,	…,N.	

	  sn 	sn r Sn r /bn：	既存利用者 nの供給単価関数、n 1,	…,N.	

	  sn* 	Sn*/bn：	既存利用者 nの 低供給単価、n 1,	…,N.	

	  b ∑bn：	ブロックサイズの合計	

	 N 5の場合の例示 ＜図 9-1-2＞	

(3) 既存利用者全体の供給単価関数 

 s s b,	r ：	

  b：	ブロックサイズ	

     供給単価の昇順に合計・計測する	

     例：	 rの変動によってブロック昇順が変動しないことを前提	

  r：	利用料率	

 rの増大→s b,	r の下方シフト	

 s* b ：	 低供給単価関数	

＜図 9-1-3＞ 

(4) 周波数帯の需要単価関数： 

d d b ：	

 再編成の可能性がある一部の周波数帯について政府が事前オークション 

（forward auction）を実施 

落札結果から d b を算出 

 仮定： 各周波数帯の事前オークション落札単価が 高需要単価に等しい：  

 d b d* b .	

d b は与えられた bについて定められるが、d b が bの減少関数となる理由は無

い。	

＜図 9-1-4＞ 

	

9-2  再編成ブロックの決定 

再編成の条件： 需要単価 d b が供給単価 s r,	b を上回ること 

ただし rはその時点で与えられた使用料率 

B B r b:	d b ≧s r,	b ：	

 rに対応して再編成される周波数帯	
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 s r,	b ：	周波数 bにおける補償金額単価	

 s r,	b ‐s* b ≧0：	周波数 bにおける既存事業者の「余剰」単価	

 d	 b ：	周波数 bにおける落札金額単価	

 d	 b ‐	d* b 0：	新規利用者への余剰はゼロ	

 d	 b ‐	s r,	b：	周波数 bにおける政府オークション収入マイナス補償金支出（政府余剰単価）	

 ∆Y1 r B d	 b ‐	s r,	b db：	政府余剰の合計	

 ∆Y2 r B s r,	b ‐	s* 	b db：	既存事業者余剰の合計	

 ∆Y	 ∆Y r 	∆Y1 r 	∆	Y2 r ：	総余剰（ 再編成配当、reallocation dividends）	

 ∆Y：	再編成によって生じた周波数帯利用にかかる所得の増加	

電波利用効率増大の表現	

 ＜図 9-2-1＞は Bが 2 箇所生ずる例： 

  B B r B1∪B2	

	 	 	 	 ∆Y1 ∆Y1 r 	∆Y11 ∆Y12	

	 	 	 	 ∆Y2 ∆Y2 r 	∆Y21 ∆Y22	

	

9-3  再編成による電波利用効率増大の時間経過 

(1) EMM の導入 

利用料率 r t の設定 

当初はゼロ水準 

以降漸次的に増大 

r t ≡0は EMM 無効化のケース 

(2) 長期的な周波数帯効率の改善 

適配分への接近 

周波数帯レント合計 Y t による効率表現 

 技術進歩ない場合（定常状態） ＜図 9-3-1＞ 

 技術進歩ある場合 ＜図 9-3-2＞ 

 

 

10. あとがき――電波利用のパラダイム 

(1) 従来の（暗黙）パラダイム： 

(i) 電波は自然資源。供給に余剰あるため、技術的規律を守るかぎり先着順にかつ

自由に利用できる。 

(ii) 電波が稀少化しても既存利用者の免許は既得権益として継続する。その結果、

電波利用のための投資（埋没費用）は保護され、加えて（ローカル）独占利益

も入手できる。 
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(2) EMM による新しいパラダイム： 

「電波に関する権利義務章典（bill of rights and responsibilities with spectrum resources）」 

(i) 電波は稀少な自然資源であり、国民すべての共有財産である。 

(ii) 電波を利用する（排他的であるか否かを問わず）権利は、利用者が国民から一

時的に与えられたものである。 

(iii) 電波の利用者は国民（政府が代表、以下同じ）に対して使用代価（電波使用料）

を支払う義務を負う。 

(iv) 電波の既存利用者は、再編を求められるまで期限を定めることなく電波を利用

する権利がある。他方、再編を求められた場合は、適切な補償を受けた上で電

波利用権を国民に返却しなければならない。補償金額は電波利用者が自ら設定

するが、設定金額に比例する金額を上記（iii）に定める電波使用料（の一部）

として国民に支払わなければならない。 

 

(3) 土地資源との比較 

  土地 

 生産手段として使われた長い歴史のプロセスから「私有財産」制度が成立し、

これが継続している。その結果土地への投資は保護され、独占利益も入手できる。

土地取引のための市場メカニズムが成立。例外的に「土地強制収用」がある。 

  電波 

 比較的短期間のうちに利用が急増して稀少資源化した。技術進歩が急速なため

再編成の必要が高いことからこれを私有財産とせず、「国民共有財産のユーザに対

する不定期利用権（上記（1）（b）を参照）」を認めることが有利であり、そのた

めに EMM を提案する。 
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